
 

                                           

 

仕様書 

 

１．事業名 

令和５年度エネルギー需給構造高度化対策調査等事業（工場等におけるエネルギーの使用状況及び

管理実態に関する調査事業） 

 

２．事業目的 

エネルギーの使用の合理化等に関する法律（以下「省エネ法」という。）に基づき指定を受けた特定

事業者、特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者及び管理関係事業者（以下「特定事業者等」という。）

の中から、事業者クラス分け評価制度（以下「ＳＡＢＣ評価制度」という。）により「省エネが停滞し

ている事業者（以下「Ｂクラス」という。）」に位置づけられた特定事業者等を対象に、「工場等におけ

るエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準」（以下「工場等判断基準」という。）の遵守

状況、エネルギー消費原単位の悪化要因及び省エネルギーの取組状況等について特定事業者等の工場

等及び本社を訪問調査し、当該特定事業者等のエネルギーの使用の合理化等に関する理解を深め、省エ

ネルギーの促進を総合的に図る。 
 
３．事業内容 

（１）「調査」と「ヒアリング」の対象 

令和５年度は、令和４年度提出分の定期報告のＳＡＢＣ評価制度に基づき「Ｂクラス」に位置付け

られた特定事業者等を対象に、工場等及び本社への訪問調査を原則実施する。ただし、店舗等管理設

備が限定的で調査に支障がなく合理的と資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部省エネル

ギー課（以下「省エネルギー課」という。）が認める場合や新型コロナウイルス感染症に伴う特定事

業者等の受け入れ体制によってはＷｅｂ会議を併用した書面調査も可能とする。調査件数は２３０

か所程度とする。また、「Ｓクラス」に位置づけられた特定事業者等を対象に、優れたエネルギー管

理体制や原単位低減活動の内容や今後の非化石転換等に対する取組等についてヒアリングし、省エ

ネルギーの取組が停滞する「Ｂクラス」等の事業者に対して、省エネルギー取組を促す場面や先進的

な取組を紹介する際の参考事例としてまとめる。ヒアリング件数は２０か所程度とする。 

 

（２）調査対象者の選定 

調査対象者の選定に当たっては、令和４年度提出分の定期報告のＳＡＢＣ評価制度において「Ｂク

ラス」に位置付けられた特定事業者等のうち、令和４年７月末時点で指定されている特定事業者等か

ら選定基準に基づき、調査対象候補を選定する。省エネルギー課を通じて経済産業局（地方支分部局

を含む。以下同じ。）及び事業所管省庁（地方支局及び地方支分部局を含む。以下同じ。）と調査対象

を選定する。 

  【選定基準】 

① 省エネルギーの取り組みに問題がある 

（ア） 工場判断基準の遵守状況が不十分 

（イ） 5年度間平均原単位が大きく悪化 

② 中長期計画書の計画事項の具体性及び合理化期待効果の量 

③ その他 

 

    なお、原単位悪化要因が自然災害などの外的要因が確認できない事業者について、①の（ア）

及び（イ）毎に、エネルギー使用量や B クラスへの位置づけの連続性も考慮し２５０者程度抽

出し、②③の着眼点で令和４年度提出分の中長期計画書の内容を確認し、調査対象２３０者を



 

選定する。選定に際し、過去に調査を受けていない事業者があれば、優先して選定を行う。 

 
【参考】ＳＡＢＣ評価制度における「Ｂクラス」の要件 

    要件１：努力目標未達（事業者全体のエネルギー消費原単位の５年度間平均原単位が９９％超

及びベンチマーク目標未達成）かつ、直近２年間連続で原単位が対前年度比で増加して

いるもの。 

    要件２：事業者全体のエネルギー消費原単位の５年度間平均原単位が５％を超えて増加してい

るもの。 

 

（３）ヒアリング対象者の選定 

ヒアリング対象者の選定に当たっては、令和４年度提出分の定期報告のＳＡＢＣ評価制度におい

て「Ｓクラス」に位置づけられた特定事業者等のうち、令和４年７月末時点で指定されている特定事

業者等から、中長期計画書の計画事項の具体性及び合理化期待効果の量やＳクラスへの位置付けの

連続性、過去のＢクラスへの位置付けの有無等を考慮する他、企業が公開するＨＰや省エネルギー等

の取組に関する情報等を基に５０者程度抽出し、省エネルギー課と協議の上、ヒアリング対象者２０

者を選定する。 

 

（４）調査員の選定及び指導方法 

① 調査員の選定 

調査員は、エネルギー管理士若しくはそれと同等以上の知見・経験を有した者とし、工場等の省

エネルギーに係る指導又は調査の豊富な経験を有し、調査対象となる工場等の事業内容やエネル

ギーの使用状況に精通している者から選定する（常勤・非常勤を問わない）。 

選定に当たっては、以下の点について必要な措置を講じる。 

・調査対象事業者等と利害関係を有する者に当該対象事業者等の調査を行わせない。 

・省エネ法第８条及び第９条並びに第１１条第１項及び第１２条第１項に基づき、エネルギー

管理統括者、エネルギー管理企画推進者、エネルギー管理者又はエネルギー管理員に現に選任

されている者を選定しない。 

・調査員として選定された者に対し、守秘義務の遵守等、調査の信頼性確保に必要な事項を確約

させる。 

 

② 調査員への指導 

省エネルギー課等と調整の上で、工場等判断基準の解釈や情報の取扱い、評価方法や評価基準、

令和４年度調査の調査報告書の内容等に関する参考資料を含む実施マニュアルを作成し、調査員

へ配布すると共に、調査員向け事前説明会の実施等により調査の質の均質化を図る。加えて、調査

員による評価の公平性・透明性及び客観性を担保する観点から、調査の方法や結果に疑義を生じさ

せないよう、聴き取りや説明を丁寧にする等、調査員として取るべき態度について指導を実施す

る。調査の質の均質化や上記指導事項、調査で得られたデータ情報の取り扱いについて遵守を徹底

する他、調査員の理解度を測定し、全員の理解度等に問題がないことを確認の上、その結果を省エ

ネルギー課へ調査員が調査を行う前に報告する。 

なお、令和４年度調査の調査報告書については、全調査員が必ず事前に目を通しておくことを徹

底する。特に判断基準の解釈の他、適切な設備管理方法や、調査先の主要設備に関する更新による

省エネ効果事例や調査先のエネルギー消費形態に即した適切な原単位の分母設定事例については

必ず事前に把握し、調査の際に情報提供できるよう準備して調査に臨む。 

 

（５）工場等及び本社等への訪問調査の実施 

① 調査の事前通知 



 

３．（２）で選定した特定事業者等に対し、書面により下記②で行う調査への協力依頼を行う。具

体的に調査に用いる書類の作成や関係書類等の閲覧依頼及びその調整依頼を併せて行う。 

 

② 調査の内容 

原則として１０時から１７時までの範囲とし、当該特定事業者等の操業時間を考慮する。主に以

下の項目について確認する。調査事項に対して当該事業者を代表して説明が行えることや今後の

省エネルギーに向けた対応が図れるように、原則、当該特定事業者等のエネルギー管理統括者又は

エネルギー管理企画推進者の同席のもとで行う。 

・省エネルギーの取組状況について実施状況の現地確認及び聞き取り 

・工場等判断基準の遵守状況確認とその評点化（定期報告書特定第８表、指定第８表） 

・努力目標達成に向けた取組状況の確認（中長期計画書計画内容） 

・エネルギー消費原単位の悪化要因（定期報告書特定第５表、指定第７表） 

・原単位の悪化要因と省エネ取組との関連及び今後の展望の聴き取り 等 

 

③ 調査の事前準備 

上記の調査スケジュールについては、対象となる事業者と調整の上、あらかじめ全体の調査日程

表を作成して省エネルギー課等に送付するとともに、経済産業局及び事業所管省庁も含めて調査

への同行者の確認を行う。また、調査の１０日前を目途に、工場等判断基準の遵守状況や原単位悪

化要因を踏まえた調査の重点項目の整理や改善提案の仮説等を準備する。 

  なお、事業所管省庁等と調査対象や④以降の情報の共有を行う場合は省エネルギー課からの指

示のみによって行うこととし、共有する場合は省庁における機密性の管理基準に照らした、管理を

行うことを事業所管省庁等に対して常に明確に提示する。 

  また、調査の円滑化の観点から、管理標準等について事前に選定した特定事業者等へ説明し理解

いただいた上で調査に臨む。 

 

④ 現地調査及び報告書の作成 
工場等判断基準の遵守状況等の調査に当たっては、工場等現地調査の対象となった特定事業者

等との共通の理解を得ることに留意し、特に未順守事項への説明や助言は調査当日に十分に行い、

その場にいる関係者の納得を得る。また、調査報告書案を作成し、当該特定事業者等に内容の確認

を求め、調査結果に見解の相違がないよう努める。 
 

⑤ 調査結果のフィードバック 
調査の実施後、工場等現地調査の対象となった特定事業者等に対する調査結果通知書（案）（③

で事前に作成した調査の重点項目の評価や改善提案の結果や、調査を通じて明らかになった事項

等）を作成し、調査対象の現地調査報告書、総括表及び個票とともに省エネルギー課に月１回送付

し、必要に応じ修正指示や問い合わせに対応する。 
工場等判断基準の遵守状況が著しく不十分と考えられる事案が生じた場合は、速やかに報告書

及び関係書類をまとめ、当該特定事業者等へ調査結果通知書を送付する前に省エネルギー課へ報

告する。 
特定事業者等に対する調査結果通知書の送付に際しては、管理標準の作成に関する助言、工場等

判断基準の解釈及び実施方法、その他原単位の悪化要因と対処法（原単位の分母の設定事例、設備

更新による省エネ効果事例等）等省エネルギーに関する情報提供を行う。なお、複数の指定工場等

を有する特定事業者等に対する送付については、必要に応じて調査結果通知書に基づき、工場等現

地調査の対象外の工場に対する点検を行うことなどの横展開を意識できるようにする。 

 

なお、現地調査報告書及び調査結果通知書の様式については、令和４年度調査において用いたも



 

のを基本とし、省エネルギー課等と事前に調整の上で改訂・決定する。 

 

（５）調査による効果等の把握 

工場等現地調査の実施後、調査対象となった指定工場等に対しアンケートを行い、当該工場等にお

ける省エネルギー意識の変化、本調査の実施による気づき、事業実施方法の是否等に関する情報を収

集し、調査の効果等を分析する。アンケートは３．（２）で選定した調査対象向けに作成することと

し、アンケートの具体的な実施方法及び調査項目については、案を作成し、省エネルギー課等と協議

の上で決定する。 

 

（６）過去の調査による効果等の検証等 

直近を除く過去２年間（令和５年度に於いては令和２年度（２４４者）と令和３年度（１９９者））

を対象に、工場等現地調査を実施した特定事業者等に対しアンケート等を行い、当該工場等における

工場調査後の活動の変化、省エネルギー意識の定着、管理体制の構築・強化、中長期計画の策定と実

行状況等に関する情報を収集・検証し、調査による効果・課題、今後の調査のあり方等を整理する

（特に、業種・設備ごとの課題、事業者内の運営のあり方や外部コンサル・支援等の事業環境含めた

マクロ的な課題についても視野に入れること）。また、令和４年度提出分の定期報告のＳＡＢＣ評価

制度に基づき「Ｂクラス」を脱却した事業者に於いては脱却要因や効果を得た活動について、「Ｂク

ラス」を継続する事業者に於いては課題の把握状況と対応状況についても併せて収集し、調査による

効果等の分析に加える。 

 

（７）優良な特定事業者等へのヒアリングの実施 

 ① ヒアリングの事前通知 

３．（３）で選定した特定事業者等に対し、書面により下記②で行うヒアリングへの協力依頼を

行う。ヒアリングを円滑に行う観点から、エネルギー管理体制や原単位低減活動の内容や今後の非

化石転換等に対する取組状況等について事前アンケートを併せて行う。 

 

② ヒアリングの内容 

当該特定事業者等の操業時間を考慮し、所要１～２時間程度の聴き取りを実施する。主に以下の

項目について確認する。ヒアリング事項に対して当該事業者を代表して説明が行えることや今後

の省エネルギーに向けた対応について聴き取れるように、原則、当該特定事業者等のエネルギー管

理統括者又はエネルギー管理企画推進者の同席のもとで行う。 

・事業概要と主要設備及びエネルギー使用量の傾向や特徴 

・エネルギー管理体制の構築と維持・向上に対する着眼点 

・原単位低減に向けた従業員と経営層間や部門間のコミュニケーションの工夫 

・効果が認められた原単位低減活動内容と今後の展望又は取り組む上での苦労や努力 

・非化石エネルギーへの転換や電気の需要の最適化に関する取組状況 等 

 

③ ヒアリングの事前準備 

上記のヒアリングスケジュールについては、対象となる事業者と調整の上、あらかじめ全体のヒ

アリング日程表を作成して省エネルギー課等に送付する。また、ヒアリングの１０日前を目途に、

事前アンケートを踏まえたヒアリングの重点項目を整理し準備する。 

  また、調査の円滑化の観点から、ヒアリングの意図について事前に選定した特定事業者等へ説明

し理解いただいた上でヒアリングに臨む。 
 

④ ヒアリングの実施 
ヒアリングに当たっては、対象となった特定事業者等の省エネルギーに関する取組が優良であ



 

る所以について聴き取ることに留意し、省エネルギーが停滞する「Ｂクラス」等の事業者に対し

て、参考となる省エネルギーの取組や先進的な取組についてヒアリングする。また、ヒアリング後

に、当該特定事業者等にヒアリングした内容の確認を求め、ヒアリング結果に基づく情報について

公表の条件や可否等について確認し、知り得た情報の取り扱いについて見解の相違がないよう努

める。 
 

（８）「調査」と「ヒアリング」結果の集計・分析・評価 

調査により把握した事業者のエネルギー消費原単位の悪化要因の分析及び対応策、省エネルギー

の取組状況及び改善点、工場等判断基準の遵守状況及び理解促進のための対応策、中長期計画の取組

状況についての事業者等からの調査結果等を集計・分析する。３．（５）（６）のアンケート調査の結

果を活用しつつ、今後の工場等調査を効率的に進めるための、調査項目の追加または削除等を洗い出

し、具体的な見直し案を検討し取りまとめる。 

ヒアリングにより把握した事業者の省エネルギーに関する優良な取組等について、「Ｂクラス」等

の事業者に対して示唆を与える内容と、全ての特定事業者等に対して好事例として紹介すべき内容

に区分整理する。工場等調査の結果を活用し「Ｂクラス」と「Ｓクラス」に位置づけられる事業者間

の差異（取組や省エネルギーに対する意識等）について分析し、「Ｂクラス」等の事業者へ対する有

効な助言や事例について取りまとめる。 

 

（９）指導及び助言の補足レポートの作成 

 調査の結果、特に取組に課題のある事業者について省エネルギー課と共に最大で２０事業者程度

選定し、指導等の参考になる補足レポートを作成する。具体的には、⑤の調査結果のフィードバック

の内容について、調査員の立場から考えられる指導に至った要因と要因に対する助言の内容につい

て技術的事項についても簡便な説明を加えたレポートを作成する。作成内容については事前に、記載

するべき要素を省エネルギー課と調整する。 

 

（１０）報告書の作成 

３．（１）～（９）の実施内容や、調査対象毎に現地調査で確認した事項や現地調査結果について

の一覧（以下、「現地調査結果等の一覧」という。）について報告書として取りまとめる。報告書は文

書による詳細の報告書と簡潔な概要の報告書の二つ作成する。 

また、以上の調査等を通じて知り得た設備使用状況等の実態を踏まえ、特定事業者等の要件とな

る年間のエネルギー使用量（原油換算値）1500kl 相当の目安（設備構成等）を別途作成し、今後の

調査等におけるエネルギー使用状況の規模感を測るための参考とする。なお、作成の対象については

５種を上限に省エネルギー課と調整する。 

 

（１１）その他 

① 調査対象に関する企業情報等の秘密を保持する体制を確保する。 

② 事業実施に当たっては、省エネルギー課から以下の文書の貸与を受ける。ただし、本事業以外の

用に用いない。 

（ア）令和４年度調査における各種マニュアル、対象事業者向け、調査員向け資料（事業者等作成

各種書類様式を含む） 

（イ）平成２７年度調査において作製した「工場等判断基準の遵守事例集」及び「工場等判断基準

についてよくあるご質問」 

（ウ）省エネ法に基づく特定事業者等及び指定工場等のリスト 

（エ）その他省エネルギー課が事業実施に当たり必要と認めた資料 

③ 貸与を受けた紙媒体、電子媒体の取り扱いには十分注意を払うとともに、作業に使用するソフト

ウェア、電子計算機等に係るセキュリティーホール対策、不正プログラム対策、ファイル交換ソフ



 

ト対策、アクセス制御対策、情報漏洩対策を講じ、事業期間中に、事業に関与する人員に対し、こ

れらの対策に関する情報提供を行う。 

④ 本委託事業の履行上知り得た一切の情報を機密として扱い、省エネルギー課の同意なしに、これ

を第三者に提供、開示、漏洩しないものとし、そのために必要な措置を講じる。 

⑤ 上記のほか、調査実施に当たって必要となる事項については、省エネルギー課等と調整の上で実

施する。 

 

４．事業期間 

委託契約締結日から令和６年３月２９日まで 

 

 

５．納入物 

（１）調査報告書電子媒体（ＣＤ－Ｒ） １枚 

① 調査報告書、調査で得られた元データ、委託調査報告書公表用書誌情報（様式１）、二次利用未

承諾リスト（様式２）を納入する。 

② 調査報告書については、ＰＤＦ形式に加え、機械判読可能な形式のファイルも納入する。 

③ 調査で得られた元データについては、機械判読可能な形式のファイルで納入することとし、特に

図表・グラフに係るデータ（以下「ＥＸＣＥＬ等データ」という。）については、ＥＸＣＥＬ形式

等により納入する。 

④ なお、様式１及び様式２はＥＸＣＥＬ形式とする。 

 

（２）調査報告書電子媒体（ＣＤ－Ｒ） ２枚（公表用）  

①調査報告書及び様式２（該当がある場合のみ）を一つのＰＤＦファイル（透明テキスト付）に統合

したもの、並びに公開可能かつ二次利用可能なＥＸＣＥＬ等データを納入する。 

② セキュリティ等の観点から、資源エネルギー庁と協議の上、非公開とするべき部分については、

削除するなどの適切な処置を講ずる。 

③ 調査報告書は、オープンデータ（二次利用可能な状態）として公開されることを前提とし、資源

エネルギー庁以外の第三者の知的財産権が関与する内容を報告書に盛り込む場合は、①事前に当

該権利保有者の了承を得、②報告書内に出典を明記し、③当該権利保有者に二次利用の了承を得

る。二次利用の了承を得ることが困難な場合等は、下記の様式２に当該箇所を記述し、提出する。 

④ 公開可能かつ二次利用可能なＥＸＣＥＬ等データが複数ファイルにわたる場合、１つのフォル

 

7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

契約締結                 

選定作業、候補者リスト作成                 

協議・調査先の決定          

現地調査の実施（２３０か所）          

ヒアリングの実施（２０件）          

過去調査による効果等の検証          

調査結果のフィードバック・

調査概要の速報まとめ 
       

  

調査結果まとめ・報告書作成                 



 

ダに格納した上で納入する。 

・各データのファイル名については、調査報告書の図表名と整合をとる。 

・ＥＸＣＥＬ等データは、オープンデータとして公開されることを前提とし、資源エネルギー庁以

外の第三者の知的財産権が関与する内容を含まないものとする。 

    ※調査報告書電子媒体の具体的な作成方法の確認及び様式１・様式２のダウンロードは、下記 

URL から行う。 

       https://www.meti.go.jp/topic/data/e90622aj.html 

 

６．納入場所 

  資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 省エネルギー課 

 

７．情報セキュリティに関する事項 

（１）情報セキュリティ対策 

業務情報を取り扱う場合又は業務情報を取り扱う情報システムやウェブサイトの構築・運用を行

う場合、別添３「情報セキュリティに関する事項」を遵守し、情報セキュリティ対策を実施する。 

 

（２）情報管理体制 

① 本事業で知り得た情報を適切に管理するため、次の履行体制を確保し、担当課室に対し「情報セ

キュリティを確保するための体制を定めた書面（情報管理体制図）」及び「情報取扱者名簿」（氏名、

個人住所、生年月日、所属部署、役職等が記載されたもの）を契約前に提出し、担当課室の同意を

得る。（個人住所、生年月日については、必ずしも契約前に提出することを要しないが、その場合

であっても担当課室から求められた場合は速やかに提出する。）なお、情報取扱者名簿は、委託業

務の遂行のため最低限必要な範囲で情報取扱者を掲載する。 

（確保すべき履行体制） 

契約を履行する一環として本事業で収集、整理、作成等した一切の情報が、担当課室が保護を要

さないと確認するまでは、情報取扱者名簿に記載のある者以外に伝達又は漏えいしないことを保

証する履行体制を有する。 

② 本事業で知り得た一切の情報について、情報取扱者以外の者に開示又は漏えいしない。ただし、

担当課室の承認を得た場合は、この限りではない。 

③ ①の情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面又は情報取扱者名簿に変更がある場

合は、予め担当課室へ届出を行い、同意を得る。 

 

（３）履行完了後の情報の取扱い 

国から提供を受けた資料又は国が指定した資料の取扱い（返却・削除等）については、担当職員の

指示に従う。業務日誌を始めとする経理処理に関する資料については適切に保管する。 


